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令和５年１０月１６日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

令和３年(ワ)第１９５４８号 損害賠償請求事件 

口頭弁論終結日 令和５年７月３日 

判       決 

 5 

  原 告              ソニア・クオリティ・アシュアランス株式会社 

    同訴訟代理人弁護士        若  槻  哲 太 郎 

                     粟  野  公 一 郎 

                                       加 藤 良 丞 

 10 

    被 告              Ａ 

    同訴訟代理人弁護士       藏    健 一 郎 

主       文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 15 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

 被告は、原告に対し、２億２２２１万７６７０円及びこれに対する令和３年

８月２３日から支払済みまで年３％の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要等 20 

１ 事案の要旨 

本件は、株式会社リペア・デポ（以下「リペア・デポ」という。）の株主で

あった原告が、同社の代表取締役である被告に対し、次の請求を行う事案であ

る。 

⑴ 被告が、原告をあいおいニッセイ同和損害保険株式会社（以下「あいおい25 

損保」という。）の保険代理店、株式会社マツヤデンキ（以下「マツヤデン
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キ」という。）を保険契約者、あいおい損保を保険者とする家電製品の延長

保証に関する保険契約（以下「本件保険契約」という。）の締結を妨害する

ため、原告がマツヤデンキに対して示した本件保険契約のスキームをまとめ

た資料を不正に入手し、マツヤデンキに対し、原告の承諾なく、同資料を複

製した資料を示し、本件保険契約の代替案として原告の代わりにリペア・デ5 

ポのグループ会社である株式会社ベストフィナンシャル（ただし、同社は平

成２９年２月８日に解散した。以下、解散前の同社を「ベストフィナンシャ

ル」という。）をあいおい損保の保険代理店とする保険契約の締結を提案し

たことが、被告の代表取締役としての善管注意義務に違反（①不正競争防止

法違反、②著作権法違反、③保険業法違反及び定款違反又は④原告とリペ10 

ア・デポとの間の業務委託基本契約違反の選択的主張）し、原告がこれによ

り損害を被ったと主張して、会社法４２９条１項に基づき、１億５０００万

円（３億７３８６万６０００円の一部請求）及びこれに対する令和３年８月

２３日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年３％の割合に

よる遅延損害金の支払を請求するもの（以下⑴の請求を「本件請求１」とい15 

う。） 

⑵ 被告が、代表取締役としての善管注意義務に違反し、①原告のリペア・デ

ポに対する持株比率を低下させて原告を排除するという著しく不当な目的で、

リペア・デポの株式を発行し、これを同社のグループ会社である株式会社ベ

ストサービス（以下「ベストサービス」という。）に割り当て、真実はその20 

対価の払込による資本の増加がないのに、これがあるかのように装った（以

下「善管注意義務違反①」という。）、②特に有利な価格でリペア・デポの募

集株式を発行した（以下「善管注意義務違反②」という。）、③売渡株主であ

る原告の利益に配慮することなく、特別支配株主であるベストサービスによ

る売渡請求の承認の可否を決した（以下「善管注意義務違反③」という。）25 

と主張して（善管注意義務違反①ないし③は選択的主張）、会社法４２９条
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１項に基づき、７２２１万７６７０円及びこれに対する前記⑴と同様の遅延

損害金の支払を請求するもの（以下⑵の請求を「本件請求２」という。） 

２ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠（以下、書証番号は特

記しない限り枝番を含む。）及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実） 

⑴ 当事者 5 

ア 原告は、経営コンサルティング、各種保証サービスの導入支援及び運営

並びに損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務等を行う株式会社

である。 

イ 被告は、平成２４年５月から現在に至るまで、リペア・デポの代表取締

役を務めている。 10 

  ⑵ リペア・デポの募集株式発行等 

   ア リペア・デポは、平成２０年１０月、資本金を３０００万円として、原

告がその１０％、ベストサービスがその９０％を出資して設立された株式

会社であり、家電製品の修理、延長修理サービス等を業務としている（甲

２の１）。 15 

   イ リペア・デポは、平成２９年１月１３日、臨時株主総会を開催したとこ

ろ、同株主総会においては、次の承認決議がされた（甲４３、乙３、４、

弁論の全趣旨。以下、同承認決議により承認された(ｲ)の募集株式の発行

を「本件募集株式発行」といい、これにより発行された株式を「本件募集

株式」という。）。 20 

    (ｱ) 定款の変更 

発行可能株式総数２４００株を１万０４００株とする定款第６条の変

更 

        (ｲ) 募集株式発行 

      募集普通株式 ８０００株 25 

      増加する資本金 ２億円 
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      増加する資本準備金 ２億円 

      払込期日 平成２９年２月２３日 

      割当方法 全株をベストサービスに割り当て、総数引受契約によって

行う。 

      払込金額 ４億円（合計額） 5 

        (ｳ) 資本金及び資本準備金の額の減少 

      減少する資本金 ２億３０００万円のうち２億円 

      減少する資本準備金 ２億円のうち２億円 

      増加する繰越利益剰余金 ４億円 

      効力発生日 平成２９年２月２８日 10 

   ウ リペア・デポとベストサービスは、平成２９年１月１８日、ベストサー

ビスが、リペア・デポの募集株式８０００株を１株につき５万円で引き受

け、リペア・デポに対し、平成２９年２月２３日まで、４億円を払い込む

旨の契約（以下「本件募集株式引受契約」という。）を締結した（乙５）。 

エ 本件募集株式発行により、原告及びベストサービスの保有株式数は次の15 

とおり変動した（弁論の全趣旨）。 

             本件募集株式発行前     本件募集株式発行後 

    原告            ６０株           ６０株 

    ベストサービス      ５４０株         ８５４０株 

⑶ 他の関係会社 20 

 ア 前記⑵アのとおり、リペア・デポは、ベストサービスの子会社であり、

ベストサービスは、家電量販事業、住宅リフォーム事業を事業内容とする

株式会社ベスト電器（以下「ベスト電器」という。）の完全子会社であっ

た。 

 イ ベスト電器は、平成２４年１２月、株式会社ヤマダ電機（現在の商号は25 

「株式会社ヤマダホールディングス」。以下、商号の変更の前後を問わず、
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「ヤマダ電機」という。）の子会社となり、さらに、令和３年７月１日、

ヤマダ電機に吸収合併された。 

 ウ マツヤデンキは、家電製品を中心に、ＡＶ商品、ＯＡ機器、照明器具及

び住宅機器を販売する専門店であるところ、平成１９年６月、ヤマダ電機

のグループ会社となり、令和３年７月１日、ヤマダ電機に吸収合併された。 5 

⑷ ベストサービスによる４億円払込の経緯 

ア ベスト電器グループにおいては、幹事企業であるベスト電器とＣＭＳ

（キャッシュマネジメントシステム）参加企業（ベスト電器のグループ

会社。以下「参加企業」という。）との間で、資金の集中・配分等のサ

ービスに関する基本契約（以下「ＣＭＳ契約」という。）が締結され、10 

ベスト電器は、同契約に基づいて、参加企業がＣＭＳ契約の履行のため

に開設した口座（以下「集中配分口座」という。）に有する資金のうち、

毎日一定の時刻に、参加企業に留保すべき最低額の手許現金を超える部

分を、ベスト電器がＣＭＳ契約の履行のために開設した口座（以下「統

括口座」という。）に送金し、参加企業は、ベスト電器に対し、参加企15 

業の取引先に対する債務の支払を委任し、ベスト電器は、上記送金処理

により統括口座に集中させた資金の中から同債務の支払を代行すること

により、ベスト電器が参加企業の資金を一元管理する運用（以下「ＣＭ

Ｓ決済」という。）が採用されていた。 

  参加企業からベスト電器への送金は、参加企業の会計上短期貸付金と20 

して取り扱われ、ベスト電器は、参加企業の必要経費を当該資金により

支払い、参加企業のベスト電器に対する短期貸付金残高は、その支払の

分だけ減少することになる。参加企業のベスト電器に対する短期貸付金

残高がゼロ又はマイナスであるにもかかわらずベスト電器が参加企業の

必要経費を当該資金により支払った場合には、参加企業のベスト電器に25 

対する債務として計上される。 
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 そして、ベストサービスとベスト電器との間及びリペア・デポとベス

ト電器との間においても、ＣＭＳ契約が締結され、ベスト電器による資

金の一元管理がされていた。（甲３３、弁論の全趣旨） 

イ ベストサービスは、平成２９年２月１０日、本件募集株式引受契約で

合意された４億円の払込金の調達のため、ベスト電器に対し、４億円の5 

借入れを申し入れた。ベスト電器は、同月２３日、上記申入れを承諾し、

ベストサービスを代行してリペア・デポの佐賀銀行箱崎支店の普通預金

口座に４億円を払い込み（以下「本件払込」という。）、ベストサービス

に対して、４億円を貸し付けた。ベストサービスは、これにより、同日、

リペア・デポの株式８０００株を取得した。（乙６、１４ないし１７、10 

弁論の全趣旨） 

ウ リペア・デポは、平成２９年２月２３日、前記イにより振り込まれた

４億円を、集中分配口座である西日本シティ銀行の当座預金口座に送金

し、ベスト電器は、同日、ＣＭＳ契約に基づいて、上記４億円を、ベス

ト電器の統括口座に送金した（以下「本件送金」という。）。本件送金に15 

係る４億円は、リペア・デポの会計上、ベスト電器に対する短期貸付金

として計上された。（乙１６ないし１８、弁論の全趣旨） 

エ ベスト電器は、令和３年７月１日にヤマダ電機に吸収合併されたこと

に伴い、リペア・デポとの間のＣＭＳ契約を解消し、同年６月３０日時

点で存在したリペア・デポのベスト電器に対する７億１２０６万８５８20 

９円の短期貸付金は、同日、リペア・デポに返済された（乙１９、２５、

弁論の全趣旨）。 

⑸ 被告によるマツヤデンキに対する提案の経緯 

ア 原告は、平成２７年末頃、マツヤデンキが家電製品の延長保証契約の

事業について見直しを検討しているとの情報を得て、平成２８年２月下25 

旬頃、マツヤデンキに対し、同社から、同社の販売する家電製品の延長
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保証、リフォーム保証（家電商品販売とセットで行うリフォーム工事の

保証）及び工事保証（台所のビルトインシステムや太陽光発電システム

等の商品販売とセットで行う建物躯体工事の保証）をセットでリペア・

デポが引き受け、原告が、同保証契約の管理をすることを内容とする保

証運用体制の提案を行った。その後、原告は、マツヤデンキとの間で交5 

渉を続け、交渉内容を反映したスキームの提案資料（甲１８。以下「本

件資料①」という。）を作成し、これをマツヤデンキに提示するなどし

た。しかし、マツヤデンキは上記提案を受け入れなかった。（甲４、１

８、弁論の全趣旨） 

イ 原告は、平成２８年４月、マツヤデンキから、同社と富士火災海上保10 

険株式会社（以下「富士火災」という。）との間で締結された家電製品

の延長保証に関する契約について相談を受けた。これに対し、原告は、

同月１８日、マツヤデンキと富士火災との契約が同年１０月１日に更新

日を迎えることから、富士火災との間で同契約を更新する代わりに、マ

ツヤデンキを保険契約者、あいおい損保を保険者とする家電製品の延長15 

保証保険契約を締結し、原告があいおい損保から保険代理店業務、デー

タ管理業務、保険金請求業務、修理査定業務等の委託を受け、原告がリ

ペア・デポに修理査定業務を委託するという保険運用体制を採用するこ

とを提案した。原告は、上記提案後、マツヤデンキの希望をさらに聴取

した上、あいおい損保と交渉し、あいおい損保から、富士火災との間で20 

拒否されていた１０年の家電製品延長保証を引き受けること及び富士火

災との間で３．２４％とされていた保険料率を３．１０％に引き下げる

ことが可能であるとの回答を得て、「新スキーム案」と題する資料（甲

２１。以下「本件資料②」という。）を作成し、マツヤデンキに提案し

た。（甲５、１０、１３、２１、７１） 25 

   ウ 被告は、平成２８年４月１４日、原告に対し、ベスト電器のＢ某社長
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（以下「Ｂ」という。）に原告とマツヤデンキとの間の交渉状況につい

て報告する必要があるとして、原告のマツヤデンキに対する提案資料の

提供を求め、原告は、本件資料①を提供した。 

     また、被告は、同年８月３０日にも、ベスト電器経営陣に対する説明

のためとして、原告のマツヤデンキに対する提案資料の提供を求め、原5 

告は、本件資料②を提供した。 

   エ 被告は、平成２８年９月１６日、「家電＆リフォーム保証制度のご提

案 工事保証制度の導入について」と題する資料（甲２２。以下「被告

資料」という。）を作成し、マツヤデンキに提出した。 

被告資料においては、前記イの提案に代えて、リペア・デポがマツヤ10 

デンキとの間で、マツヤデンキを保険契約者、リペア・デポを保険者、

あいおい損保を再保険者とする家電製品の延長保証保険契約を締結し、

原告の代わりにベストフィナンシャルをあいおい損保の保険代理人とす

る提案が含まれていた（甲２１、２２、弁論の全趣旨）。 

   オ マツヤデンキは、平成２８年１０月１日、富士火災との間で締結して15 

いた家電製品の延長保証に関する保険契約を更新した（弁論の全趣旨）。 

  ⑹ ベストサービスによる株式売渡請求等（甲２５、弁論の全趣旨） 

   ア ベストサービスは、令和３年４月頃、原告に対し、原告が保有してい

たリペア・デポの株式６０株（以下「原告保有株式」という。）を、取

得日を令和３年６月４日として、１９５万７０２０円（１株につき３万20 

２６１７円）で売り渡すことを請求した。 

   イ リペア・デポは、前記アの株式売渡請求を承認し、ベストサービスは、

令和３年６月４日までに、原告に対し、保有株式の対価として、１９５

万７０２０円を支払った。 

   ウ 原告は、令和３年５月２０日、福岡地方裁判所に対し、売渡株式の売25 

買価格決定の申立てをし（福岡地方裁判所令和３年（ヒ）第２０号事件。
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以下「別件非訟事件」という。）、同事件は、現在、同裁判所に係属中で

ある。 

３ 争点 

 ⑴ 本件請求１に係る善管注意義務違反の成否（争点１） 

  ア 不正競争防止法違反の成否（争点１－１） 5 

  イ 著作権等侵害の成否（争点１－２） 

  ウ 保険業法違反及び定款違反の成否（争点１－３） 

  エ 原告とリペア・デポとの間の業務委託基本契約違反の成否（争点１－４） 

 ⑵ 本件請求１に係る善管注意義務違反による損害発生の有無及び額（争点２） 

 ⑶ 本件請求２に係る善管注意義務違反の成否（争点３） 10 

  ア 不正な目的による募集株式発行に係る善管注意義務違反の成否（善管注

意義務違反①。争点３－１） 

  イ 有利発行に伴う善管注意義務違反の成否（善管注意義務違反②。争点３

－２） 

ウ 原告保有株式の売渡請求に伴う善管注意義務違反の成否（善管注意義務15 

違反③。争点３－３） 

 ⑷ 本件請求２に係る善管注意義務違反による損害発生の有無及び額（争点４）  

第３ 争点に関する当事者の主張 

１ 争点１－１（不正競争防止法違反の成否）について 

（原告の主張） 20 

 ⑴ 本件資料①及び②が不正競争防止法２条６項の営業秘密に該当することに

ついて 

  ア 秘密管理性について 

    本件資料①は、その作成者である原告の従業員Ｃ（以下「Ｃ」という。）

が、本件資料②は、その作成者である同従業員Ｄ（以下「Ｄ」という。）25 

が、それぞれのノートパソコン上の個人フォルダで管理していた。 
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また、本件資料①及び②を業務上やりとりする必要がある場合には、Ｃ、

Ｄ及び原告の取締役であるＥ（以下「Ｅ」という。）がメールで本件資料

①及び②のデータをやりとりするにとどまっていたのであるから、同３名

を除く他の役員及び従業員はそもそも同データにアクセスすることができ

なかった。 5 

さらに、本件資料①及び②には、いずれも「関係者外秘」と記載されて

いた。 

したがって、本件資料①及び②には秘密管理性が認められる。 

なお、原告は、被告に本件資料①及び②を開示しているが、原告は、リ

ペア・デポとの間で、平成２０年１０月１日付けで業務委託基本契約（以10 

下「本件業務委託契約」という。）を締結し、同契約には秘密保持に関す

る合意が含まれており、本件資料①及び②にも同契約の効力は及ぶから、

リペア・デポの代表取締役を務める被告に対する開示は、秘密管理性を否

定する事情にはならない。 

  イ 有用性について 15 

        本件資料①は、家電製品の延長保証、リフォーム保証に加えて工事保

証をセットで導入し、顧客との契約数を増加させることで、マツヤデンキ

の手数料を増加させること、これらの保証の委託先を一社のみ選定し、ま

とめて同社が対応すること、家電製品の延長の卸保証率を３．１０％とす

ること、保証期間を５年、８年、１０年と設定していることなどの特徴を20 

有する提案を含むものであり、このような提案は、延長保証や保険に関す

る豊富なノウハウ及び知識を有している原告であるからこそできたもので

あり、有用性が認められる。 

    本件資料②は、マツヤデンキの希望を踏まえ、マツヤデンキがあいおい

損保と保険料率を３．１０％として保険契約を締結し、原告があいおい損25 

保の保険代理店としてリペア・デポに修理業務の査定を委託することで、
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リペア・デポにおいても一定の利益を見込むことができるスキームの提案

を含むものであり、このような提案は、延長保証や保険に関する豊富なノ

ウハウ及び知識を有している原告であるからこそできたものであり、有用

性が認められる。 

  ウ 非公知性について 5 

    前記イのような有用性のある情報は、未だ公知となっていないものであ

り、非公知性も認められる。 

 ⑵ 被告の行為が不正競争防止法２条１項４号の不正競争に該当することにつ

いて 

   被告は、原告を排除してマツヤデンキと取引を行う目的で、Ｂに報告する10 

ためなどと目的を偽り、原告から本件資料①及び②を入手したのであるから、

被告は、「詐欺…その他の不正の手段により」、上記原告の「営業秘密」たる

本件資料①及び②を入手したといえる。 

   また、被告は、上記営業秘密不正取得行為により取得した本件資料①及び

②に基づいて被告資料を作成し、これを用いてマツヤデンキに営業を行った15 

のであるから、原告の「営業秘密」の「使用」をしたといえる。    

 ⑶ 被告の行為が不正競争防止法２条１項７号の不正競争に該当することにつ

いて 

   被告は、原告を排除し、原告の代わりにベストフィナンシャルを保険代理

店とすることで、原告の得るべき利益をベスト電器グループに取得させ、被20 

告のベスト電器グループ内での地位向上、リペア・デポ代表取締役としての

報酬増等の「不正の利益を得る目的」で、及び、原告をマツヤデンキの取引

から排除して原告に「損害を加える目的」で、原告の「営業秘密」たる本件

資料①及び②に基づいて被告資料を作成し、これを用いてマツヤデンキに営

業を行うことによって、原告の「営業秘密」を「使用」したといえる。 25 

 ⑷ 小括 
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   以上によれば、被告の行為は、不正競争防止法２条１項４号又は７号の不

正競争に該当するから、被告は、悪意又は重過失により、善管注意義務に違

反し、不正競争防止法違反となる行為を行ったといえる。 

（被告の主張）  

    原告は、被告に対し、本件資料①及び②をメール送信していることからする5 

と、これらの資料は、もともと被告との間で共有することが想定されていたも

のであり、当初から秘密として管理されていなかったことは明らかである。 

また、原告は、本件資料①及び②には、「関係者外秘」の記載があると主張

するが、原告が被告を情報共有すべき「関係者」と認識していたことは明らか

であるから、「関係者外秘」との記載があるからといって、本件資料①及び②10 

に記載された情報が、被告との関係で「秘密」に転化することなどあり得ない。 

したがって、本件資料①及び②に秘密管理性があることを前提とする不正競

争防止法違反の主張に理由はない。 

２ 争点１－２（著作権等侵害の成否）について 

  （原告の主張） 15 

   本件資料①及び②は、商品内容を効率的に顧客に伝えて購買意欲を喚起する

ことを目的とし、提案する商品の特徴やその商品を採用するメリットを説明す

るために、図や文章の内容を要領よく選択し、これを顧客に分かりやすいよう

に配置したものであって、著作権法２条１項１号の「思想又は感情を創作的に

表現したもの」であるといえる。 20 

そして、本件資料①及び②は、著作権法１０条１項１号の「言語の著作物」

及び同項４号の「美術の著作物」に該当するといえ、同法２条１項１号の「文

芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であるといえる。 

被告は、本件資料①及び②のほぼデッド・コピーというべき複製を行い、悪

意又は重過失により、善管注意義務に違反し、本件資料①及び②に係る原告の25 

複製権及び同一性保持権を侵害した。 
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  （被告の主張） 

   原告のビジネス上のノウハウやアイディアは、誰が表現しても本件資料①及

び②と同じような表現にならざるを得ず、ありふれた表現であるから、本件資

料①及び②は、著作権法上保護されるべき創作的な表現であるとはいえない。

したがって、本件資料①及び②は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」5 

とはいえない。 

また、本件資料①及び②のような営業用プレゼン資料は、産業上の実用品で

あることは明らかであって、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

には該当せず、文化的創造物である「著作物」に該当しない。 

３ 争点１－３（保険業法違反及び定款違反の成否）について 10 

 （原告の主張） 

  リペア・デポは、保険業の免許を受けていないため、リペア・デポが保険引

受を行うことは保険業法３条に違反する。また、リペア・デポは、定款におい

て保険業をすることを目的としていないから、保険業を行うことは定款違反で

ある。 15 

  それにもかかわらず、被告は、リペア・デポがマツヤデンキから保険を引き

受ける内容の被告資料を作成し、これを用いてマツヤデンキに営業を行い、も

って、悪意又は重過失により、善管注意義務に違反し、保険業法３条違反及び

定款違反となる行為をした。   

 （被告の主張）  20 

  被告資料は、リペア・デポがマツヤデンキと保険契約を締結する趣旨の提案

をしたものではない。すなわち、保証会社の倒産リスク等を危惧するマツヤデ

ンキ側からは、あくまで保険会社が入るスキームを要望されたため、これを受

けて、リペア・デポが、マツヤデンキに対し、自社があいおい損保の約定履行

保険に加入する方式を提案したものである。したがって、保険業法及び定款違25 

反には当たらない。 
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４ 争点１－４（原告とリペア・デポとの間の業務委託基本契約違反の成否）に

ついて 

  （原告の主張） 

      本件業務委託契約においては、原告がリペア・デポに「提案する新商品

（サービス）情報および情報分析手法・業務処理の方法を含む」「一切」が5 

「機密情報」（本件業務委託契約９条１項）とされ、同「機密情報」につき、

「いかなる場合にも受領当事者自身または第三者の利益のために使用または利

用しない」ことや、「相手方当事者の承諾なくして機密情報の複製を作成して

はならない」ことが義務付けられ（同条２項１号）、第三者への開示には「事

前の書面による承諾を得なければならない」（同項２号）とされている。 10 

   しかし、被告は、原告に無断で、原告から提供された「機密情報」である本

件資料①及び②に基づいて被告資料を作成し、これを用いてマツヤデンキに営

業を行うことによって、悪意又は重過失により、善管注意義務に違反し、本件

業務委託契約の定める秘密保持義務に違反した。 

   （被告の主張） 15 

   前記１（被告の主張）のとおり、本件資料①及び②は厳格に管理されてきた

営業秘密であるとはいえないから、本件業務委託契約９条１項の「機密情報」

に該当しない。 

   したがって、これを前提とする原告の本件業務委託契約違反の主張は理由が

ない。 20 

 ５ 争点２（本件請求１に係る善管注意義務違反による損害発生の有無及び額）

について 

  （原告の主張） 

   ⑴ 被告の善管注意義務違反と損害発生の相当因果関係があることについて 

     原告とマツヤデンキが交渉を開始する前、マツヤデンキは、富士火災との25 

間で、２０年間にわたり、家電製品の延長保証に関する保険契約を締結し、
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更新・継続していた。 

   原告は、このような中で、マツヤデンキへの営業を開始し、マツヤデンキ

の希望を聴取しつつ、あいおい損保とも交渉をし、平成２８年８月３日には、

あいおい損保から、３年及び５年の延長保証の保険料率を３．１０％に引き

下げることが可能との回答を得た。また、同月４日には、マツヤデンキが希5 

望していた家電製品の１０年の延長保証についても、あいおい損保から、保

険料率３．７２％で引き受ける旨の回答を得た。さらに、原告は、同月１５

日、マツヤデンキに対し、マツヤデンキと富士火災との間の上記の保険契約

の更新期間満了に至るまでの具体的なスケジュールを交付した。同スケジュ

ールにおいては、本件保険契約の契約書及びこれに付随する特約書（以下、10 

単に「特約書」という。）の内容確定並びに本件保険契約の申込みを同月末

日までに完了すること、現在マツヤデンキと富士火災との間で共有されてい

るシステムの内容確認を同月中旬から下旬までに完了すること、本件保険契

約が締結された場合に、新たに関係当事者間で共有されることになる新シス

テムの共有を同年９月中旬から下旬までに完了することなどが盛り込まれて15 

いた。 

また、原告は、マツヤデンキから特約書作成に必要な情報を確認し、平成

２８年８月２４日にはあいおい損保から特約書を受領して、これをマツヤデ

ンキに送付した上、マツヤデンキから疑問点や気になる点をヒアリングし、

これを踏まえてあいおい損保と交渉し、細かな部分の確認がされる状況に至20 

った。 

さらに、マツヤデンキの管理本部経営管理部長のＦ（以下「Ｆ」という。）

は、同年９月４日、原告に対し、「この度は弊社の延長保証に関しまして多

大なるご尽力を賜り誠に有難うございます。正式契約には至っておりません

が期日までにスムースに準備が整いますようご協力の程宜しくお願い申し上25 

げます。」、「別件のご案内です。誠に厚かましいお話ですが、「ｉＰｈｏｎｅ
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特別斡旋」の資料を添付させて頂きます。」とメールするなど、本件保険契

約成立を前提に、原告とマツヤデンキ間の新たな取引の話もされていた。 

    これらの交渉を得て、マツヤデンキの富士火災からあいおい損保への保険

契約への切替えは全て順調に進み、マツヤデンキにおいて、平成２８年９月

１６日に、正式承認がされるのを待つばかりの状態となっていた。そして、5 

同月１５日には、Ｆの要請を受け、マツヤデンキの社長であるＧ某（以下

「Ｇ」という。）との最終挨拶の場がセッティングされた。Ｇは同最終挨拶

の場には出席できなかったが、マツヤデンキ幹部を通じて、Ｇから「よろし

くお伝えください。」との伝言がＥ及びＤに伝えられた。 

しかし、マツヤデンキとあいおい損保との間の保険契約の最終承認が行わ10 

れるはずであった平成２８年９月１６日、被告が、前提事実⑸エの妨害行為

（以下「被告提案行為」という。）を行ったことにより、マツヤデンキでは

大きな混乱と不信感が生じ、原告の提案を採用した場合、マツヤデンキに何

らかの不利益が生じることが予想されたことから、原告とマツヤデンキとの

間の取引は破談に至った。また、マツヤデンキとしては、約２週間後に迫っ15 

た富士火災との保険契約の更新期間満了までに、別の選択肢を検討すること

は事実上不可能であり、やむなく富士火災との保険契約を更新・継続するこ

とになったものである。 

    したがって、原告は、被告提案行為により、本件保険契約の締結により得

られる利益を失ったといえ、被告の善管注意義務違反と損害発生の相当因20 

果関係があるといえる。   

 ⑵ 損害額について 

   原告は、あいおい損保から、原告が年間約３０００万円の収入を得られ

る旨の告知を受けていた。 

      そして、マツヤデンキと富士火災との間の家電製品の延長保証に関する25 

保険契約が２０年以上にわたり継続していたことを考慮すると、本件保険
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契約も、少なくとも２０年は継続する蓋然性があったといえる。 

   したがって、原告が被った損害は、中間利息を控除しても、合計３億７

３８６万６０００円（３０００万円×１２．４６２２（２０年のライプニ

ッツ係数））を下ることはない。 

  （被告の主張） 5 

本件保険契約締結が間近であったとの主張や、同契約の締結に至らなかっ

た理由が被告提案行為にあるとの主張は否認する。マツヤデンキは、平成２

８年９月頃、富士火災や三井住友海上火災保険株式会社との間でも、家電製

品の延長保証に関する保険契約の条件交渉を行っていたのであり、これらの

保険会社から提示された保険料率等の条件を考慮の上、自らの判断で富士火10 

災との契約を継続することを選択したもので、被告提案行為がなかったとし

ても、マツヤデンキとあいおい損保が本件保険契約締結に至ることはなかっ

た。 

したがって、仮に被告にリペア・デポの代表取締役としての善管注意義務

違反があったとしても、これと原告の主張する損害との間に因果関係はない。 15 

６ 争点３－１（不正な目的による募集株式発行に係る善管注意義務違反（善管

注意義務違反①）の成否）について 

 （原告の主張）  

(1) 被告は、リペア・デポの代表取締役として、法令を遵守し、公正な方法

により、募集株式を発行する注意義務を負っているところ、その業務執行に20 

当たっては、特定の株主を著しく不当に扱ってはならない。 

しかし、被告は、原告の持株比率を低下させ、原告を排除するという不当

な目的で、当時の発行済み株式６００株の約１３．３倍にもなる８０００株

を発行した上、本件払込に係る４億円は、数時間しかリペア・デポの預金口

座に存在せず、本件払込と同日にベストサービスに吸い上げられたのである25 

から、本件払込は、実態のない仮装払込であり、これにより、原告保有株式
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の価値は著しく低下した。 

したがって、被告は、悪意又は重過失により法令を遵守し、公正な方法に

より募集株式を発行する注意義務に違反したといえる。 

(2) この点について、被告は、不正な目的はなかったと主張するが、事実に

反する。すなわち、被告による妨害行為の後である平成２８年１０月３１日、5 

Ｅは、ベスト電器の本社にて、Ｂ、同社取締役のＨ某及び被告と面談し、被

告による取引妨害の事実を報告し、被告の処分（解任等）を求めたところ、

被告は、同面談中、終始青ざめており、必死で言い逃れをしようとしていた。

そして、本件募集株式の発行は、同面談から１か月余りで通知されたもので

ある。これらの経緯に照らすと、被告は、自己の責任追及を逃れるため、原10 

告の役員解任請求権を奪う意図で、原告の持株比率の希釈化を図ったものと

いえる。 

また、被告は、本件募集株式発行は必要性及び合理性のあるものであると

主張するが、事実に反する。すなわち、ベスト電器は、海外法人の顧客に対

する家電製品の延長保証の再保証をし、リペア・デポは、同再保証の再々保15 

証をしていたところ、リペア・デポは、これらの海外法人から、数年分の家

電製品の延長保証修理代を前払いにより一括受領していたのであるから、資

金不足は生じ難いし、平成２９年当時、リペア・デポがメーカーに支払う修

理代金について、想定外の増加事象が発生したということもなかった。むし

ろ、リペア・デポは、平成２７年にベスト電器から支払われる再々保証料率20 

を４％から６．５％に引き上げていたから、安定した利益を計上することが

できていた。そもそも、上記海外法人は、ベスト電器のグループ会社である

から、リペア・デポの海外事業の取引は、ベスト電器グループ内での取引で

あるところ、リペア・デポは、ベスト電器グループ内部で、グループ各社の

利益調整のためにいいように使われていたといえる。したがって、再々保証25 

料率が６．５％でも不足するのであれば、本件募集株式発行により増資をす
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る必要はなく、過去の負担の押付け分も考慮して、再々保証料率をまっとう

なレベルに引き上げれば足りる。 

よって、被告は、悪意により、本件募集株式発行に当たっての善管注意義

務に違反したものである。 

  （被告の主張）     5 

本件募集株式発行の目的は、原告を排除することにあるのではなく、リペ

ア・デポの債務超過を回避し財務状況を改善することにある。 

すなわち、被告は、リペア・デポの業績が悪化したため、税効果会計に従

って過去に計上した繰延税金資産の取崩しを実施することにしたところ、そ

のままでは債務超過に陥り、今後の営業活動に支障を来す恐れがあるため、10 

本件募集株式発行により、増資をすることとした。 

したがって、本件募集株式発行は、債務超過を回避し財務状況を改善する

観点から必要かつ合理的なものであり、原告を排除するためにされたもので

はない。 

７ 争点３－２（有利発行に伴う善管注意義務違反（善管注意義務違反②）の成15 

否）について 

 （原告の主張） 

別件非訟事件において、令和３年６月４日時点のリペア・デポの企業価値が

（仮装払込を前提とすると）４億５６８８万５０００円であるとの鑑定結果が

出された。そして、平成２９年２月２３日に効力が発生した本件募集株式発行20 

後、令和３年６月４日までにリペア・デポの企業価値が変化する事情はなかっ

たから、平成２９年２月２３日時点の企業価値について、上記鑑定結果を援用

することができる。 

しかし、リペア・デポは、上記鑑定評価額４億５６８８万５０００円を大き

く下回る、平成２８年２月期の決算の純資産額２９４５万３０７１円を前提に25 

した株価評価をし、希釈化率が実に１３３３％（８０００株÷６００株×１０
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０%）という新株発行を行った。すなわち、リペア・デポは、上記鑑定評価額

から４億２７４３万１９２９円も低く、その約６．４％でしかない価格による

新株発行を行ったのである。 

また、証券取引所は、既存株主の権利を著しく侵害し市場の信頼性に重大な

影響を及ぼす第三者割当を未然に防止するために３００％を超える希薄化を伴5 

う第三者割当を上場廃止の審査基準とし、希薄化率が２５％以上となるときや、

支配株主が異動することになるときは、経営者から一定程度独立した者による

当該割当の必要性及び相当性に関する意見の入手を求めるなどの企業行動規範

を設けている。このように、既存株主の権利に配慮すべく行動することが求め

られていることは、閉鎖会社であるリペア・デポにおいても同様である。 10 

そして、本件募集株式発行は、実に希薄化率１３３３％の第三者割当であり、

既存株主の権利を著しく侵害するにもかかわらず、被告が証券取引所の定める

審査基準に沿った慎重な対応をした形跡はなく、また、リペア・デポの株式評

価をするに当たって不可欠の前提となる事業計画の作成すらされることなく本

件募集株式発行の発行価額が決定されている。 15 

このように、被告は、本件募集株式の発行が既存株主の権利を害する内容と

なっていないかを確認、検証する等の義務を怠り、既存株主の権利を害する有

利発行を行ったもので、悪意又は重過失により、代表取締役としての善管注意

義務に違反したといえる。 

（被告の主張） 20 

原告は、本件募集株式発行の払込金額が引受人に著しく有利な価格である旨

主張しているが、そもそも適正な払込金額がいくらであるかの主張立証がなく、

主張自体失当である。 

また、原告は、別件非訟事件における鑑定結果を根拠に有利発行の主張をし

ているが、有利発行か否かは、本件募集株式発行の時点（平成２９年２月２３25 

日）のリペア・デポの企業価値を基準に判断されるのであって、上記鑑定の対
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象となった令和３年６月４日時点のリペア・デポの企業価値を基準に判断され

るものではない。したがって、この点からしても、原告の主張は理由がない。 

８ 争点３－３（原告保有株式の売渡請求に伴う善管注意義務違反（善管注意義

務違反③）の成否）について 

  （原告の主張） 5 

   被告は、ベストサービスの原告に対する原告保有株式の株式売渡請求の対価

が、本件払込が仮装された事実を何ら反映していない、著しく低額なものであ

ったにもかかわらず、令和３年５月１０日に開催された取締役会において、上

記売渡請求を承認した。 

   よって、被告は、株式売渡請求の条件等が適正といえるか否かを十分検討す10 

る義務を怠り、その条件が適正でないにもかかわらず承認をしたものであり、

被告は、悪意又は重過失により、リペア・デポの代表取締役としての善管注意

義務に違反したといえる。 

  （被告の主張） 

     争う。 15 

９ 争点４（本件請求２に係る善管注意義務違反による損害発生の有無及び額）

について 

（原告の主張） 

 ⑴ 本件払込は仮装されたものであった。そして、これにより、原告は、リペ

ア・デポの会社評価額の１０％の価値を有していたにもかかわらず、本件募20 

集株式発行により、０．６９％の価値を有するにとどまるものとされた。 

原告は、現在、仮装払込を行ったベストサービスにより、特別支配株主に

よる株式売渡請求を受けており、株主の地位を強制的にはく奪される上に、

０．６９％限りの対価しか支払を受けられない状況に陥っている。 

この点、リペア・デポの会社評価額は７億７５７０万円と評価されるもの25 

であるから、原告は、少なくとも７２７１万７６７０円（７億７５７０万円
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×（６０株／６００株－６０株／８６００株）の損害を被ったといえる。 

ただし、善管注意義務違反②による損害については、仮装払込がないと判

断された場合、予備的に、別件非訟事件の鑑定評価を前提とし、本件募集株

式発行直前の原告保有株式の価値４５６８万８５００円（４億５６８８万５

０００円×６０株／６００株）と本件募集株式発行直後の原告保有株式の価5 

値５９７万８２６７円（８億５６８８万５０００円×６０株／８６００株）

との差額３９７１万０２３３円（４５６８万８５００円－５９７万８２６７

円）を損害額として主張する。 

  ⑵ 被告は、仮装払込の事実はないから損害は発生しないと主張するが、次の

とおり仮装払込の事実はあるといえる。 10 

すなわち、本件払込に係る４億円は、本件払込がされた当日に、ベスト電

器により、リペア・デポから吸い上げられ（送金され）ていたのであり、上

記４億円は、リペア・デポの口座に、わずか数時間程度しか存在しなかった。 

そして、本件払込がされた平成２９年２月２３日は、ベスト電器グループ

の従業員らへの給料支払日である同月２４日の前日であり、ベスト電器は、15 

リペア・デポ等のグループ会社が特に必要としていない資金を吸い上げざる

を得ない状況にあった。 

また、ＣＭＳ決済においては、幹事会社に吸い上げられた預け金は、「短

期貸付金」として処理されることになるということであるが、同貸付けにつ

いては、金銭消費貸借契約書の作成もなく、返済期についての定めもなく、20 

利率も極めて低率なものであって、参加企業は幹事企業であるベスト電器の

判断に従うしかなく、事実上、ベスト電器から同短期貸付金の返済がされる

ことはないのであるから、貸付けとしての実態を有さないものである。した

がって、本件払込は、資本充実維持の原則を満たすような、本件募集株式の

払込みとはいえない。 25 

さらに、本件送金後にベスト電器に吸い上げられ、短期貸付金となった４
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億円は、本件送金の１年後の平成３０年２月２８日の時点で、全て原因不明

の消滅をしている。すなわち、本件送金がされる約３か月前の平成２８年１

１月３０日時点において、リペア・デポの現預金は約１億６０００万円、短

期貸付金は約３億８３００万円の合計約５億４３００万円であったところ、

本件送金の約１年後には現預金は約１億１１００万円、短期貸付金は約４億5 

１５００万円の合計約５億２６００万円とほぼ同額となっており、送金を受

けた４億円は何ら存在しない状態となっている。これは、リペア・デポの海

外保証事業が平成２９年１２月に清算された際に、海外保証事業でリペア・

デポの取引先であったベスト電器のリペア・デポに対する債権を作出し、当

該債権とリペア・デポの短期貸付金４億円を相殺処理し、現金移動を伴わな10 

い短期貸付金４億円の消込みが行われたこと等によるものである。そうでな

いとしても、ベスト電器のリペア・デポに対する債権は、ベスト電器グルー

プの海外事業の収益コントロールとしてリペア・デポに押し付けられた実態

のない損失である。すなわち、リペア・デポの海外事業においては、ベスト

電器シンガポール社は、顧客から１０％の保証料を取得して家電製品の延長15 

保証を引き受けているのに対し、ベスト電器はリペア・デポに対し、４ない

し６．５％の卸保証料で家電製品の延長保証を引き受けさせていた。したが

って、海外事業に関する対応としては、ベスト電器グループが、過去の負担

の押付けの是正を含めて、卸保証料をまっとうなレベルに引き上げればよい

だけであり、本件ではそういった対応は一切されず、突如として本件増資が20 

行われたものである。このような事情に照らすと、本件払込は仮装と評価さ

れなければならない。 

この点、被告は、令和３年６月３０日に、ＣＭＳ契約の解約により、短期

貸付金が返済されたなどと主張するが、いったんこのような処理がなされて

も、リペア・デポは、ヤマダ電機のグループ企業として、再びＣＭＳに参加25 

し、同じく資金を吸い上げられる。また、上記の事情は、ベストサービスか
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ら原告保有株式の売渡請求がされた同月４日よりも後の事情である。したが

って、同月３０日に短期貸付金が返済されたとの事情があったとしても、本

件払込が仮装払込であるか否か、また、原告に損害が生じたか否かの判断に

影響しない。 

    以上によれば、被告の主張に理由はなく、被告の善管注意義務違反と損害5 

発生との間の因果関係が認められる。 

（被告の主張） 

⑴ リペア・デポにおいては、ＣＭＳ決済が採用されており、本件送金により

振り込まれた４億円は、短期貸付金として計上された。その後、ＣＭＳ契約

の解約により、令和３年６月３０日、リペア・デポのベスト電器に対する貸10 

付金は返済された。 

  このような経緯に照らすと、本件払込により振り込まれた４億円は、資産

の実態を有しており、その実態を保った状態のまま、同月４日時点における

原告保有株式の株価を決定する基礎となっているのであるから、原告は何ら

損害を被っているものではない。 15 

⑵ 原告は、リペア・デポの海外保証事業が平成２９年１２月に清算された際

に、海外保証事業でリペア・デポの取引先であったベスト電器のリペア・デ

ポに対する債権を作出し、当該債権とリペア・デポの短期貸付金４億円を相

殺処理し、現金移動を伴わない短期貸付金４億円の消込みが行われたなどと

主張するが、次のとおりそのような事実はない。 20 

リペア・デポの海外保証事業は、平成２２年に、それまで海外法人が契約

していた保険会社の業務をリペア・デポが引き継ぐ形で開始したものである

が、海外店舗商品の故障率が想定よりも高く、契約当初の保証料率ではリペ

ア・デポの経営を圧迫するようになったため、平成２６年に、海外法人との

間で、保険料率の引上げの合意を交わすなどの対策をとった。しかし、その25 

後の想定を上回る修理費用の増加や為替相場の円安進行に追いつかず、平成
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２９年２月期において、リペア・デポは債務超過の危機に陥った。 

リペア・デポは、一旦は本件募集株式発行による増資の実施により債務超

過を回避したが、同年１２月には、同年当時まで残っていた取引先である海

外法人２社とベスト電器との間の商品の延長保証契約を解約することとなり、

ベスト電器と海外法人２社との間で解約合意書が取り交わされた。この解約5 

合意書においては、上記海外法人２社とベスト電器間の商品の延長保証契約

を平成２９年限りで終了させること、契約期間中に販売した延長保証対象商

品について、平成３０年１月１日以降に発生する修理の履行とそれに要する

費用は全て海外法人が負担すること、これに伴い、ベスト電器は上記海外法

人２社に清算金の支払（既に海外法人から受領した保証料のうち、平成３０10 

年１月 1 日以降の修理履行費として合理的に見込まれる部分の金額の返還）

を行うことなどが合意された。そして、ベスト電器は、海外法人２社から受

領した保証料をそのままリペア・デポに支払っているから、ベスト電器とリ

ペア・デポとの間でも同様の清算を行うこととなった。上記清算金は、平成

３０年以降に発生すると見込まれる修理履行費用を主にリペア・デポ側で計15 

算し、最終的には海外法人２社と協議したうえで金額が決定され、解約合意

書に盛り込まれた。このような経緯を経て、平成２９年１２月１日、リペ

ア・デポから、ベスト電器に対し、上記清算金の合計３億７１１５万０５５

１円がＣＭＳ決済により支払われた。この支払により、リペア・デポの短期

貸付金残高は約３．７億円減少することとなったが、他方、海外事業の中止20 

により計上不要となった負債（前受収益３億８９７万０２１３円及び商品保

証引当金６０４６万２６３０円）の減額処理が行われ、結果としては、同日

の清算処理による純資産の減少額は約１８８１万９４３４円に留まっている。

その後、ベスト電器は、上記清算金を海外法人２社に送金し、海外事業の清

算を終えたものである。 25 

平成３０年２月期の決済における現預金及び短期貸付金の額は、このよう
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な経緯をたどった結果であり、実態のない債権との消込が行われたものでは

ない。 

⑶ さらに、原告は、令和３年６月３０日の短期貸付金の返済は、仮装払込の

有無の判断に影響しないと主張するが、同事実は、同月４日の時点において

も、額面どおりの資産性を確実に有していたことを裏付ける事実であるから、5 

原告の反論は当を得ていない。 

⑷ したがって、原告の主張はいずれも理由がないものである。 

第４ 当裁判所の判断 

      本件の事案に鑑み、争点２から判断する。 

１ 争点２（本件請求１に係る善管注意義務違反による損害発生の有無及び額）10 

について 

 ⑴ 原告は、被告提案行為により、本件保険契約が破談になったと主張するが、

原告の指摘する事情によっては、被告提案行為より前に、マツヤデンキとあ

いおい損保が本件保険契約を締結することが確実な状況に至っていたと認め

ることはできない。 15 

   すなわち、マツヤデンキは、平成２８年９月まで、２０年以上にわたり、

富士火災との間で、家電製品の延長保証に関する保険契約を更新・継続して

きたと認められ（弁論の全趣旨）、その後、同年１０月１日、更に富士火災

との間で同保険契約を更新するに至っていること（前提事実⑸オ）、他方で、

本件全証拠によっても、被告提案行為前の時点では本件保険契約の締結が確20 

実であったにもかかわらず、被告提案行為が原因となって本件保険契約を締

結するに至らなかったことを推認させる具体的な事情は認められない。そう

すると、マツヤデンキが、富士火災との従前の継続的な取引関係を尊重し、

富士火災との上記保険契約の更新を選択した可能性を否定できないというべ

きである。 25 

⑵ 原告は、原告が、あいおい損保と交渉し、マツヤデンキと富士火災との間
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の家電製品の延長保証に関する保険契約よりもマツヤデンキにとって有利な

条件で本件保険契約の提案をしたことを、本件保険契約締結が確実であった

ことを裏付ける事情として指摘する。 

   しかし、マツヤデンキが、２０年以上もの長期間にわたり、富士火災との

間で、家電製品の延長保証に関する保険契約を更新・継続し続けており、両5 

社の間に更なる同契約の更新・継続に向けた信頼関係が存在したとうかがわ

れることに照らすと、マツヤデンキが原告から従前の富士火災との間で合意

されていた保険料率を下回る保険料率の提案を受け、富士火災との間でも保

険料率の交渉をし、原告の提案よりも有利な条件で合意に至ったことも考え

られるから、原告が指摘する上記の事情が本件保険契約締結が確実であった10 

ことを裏付けるものと直ちにはいい難い。 

また、原告は、平成２８年８月１５日には、本件保険契約締結に至るまで

のスケジュールを確定し、マツヤデンキに交付したこと、同年９月４日に、

Ｆから、「正式契約には至っておりませんが期日までにスムースに準備が整

いますようご協力の程宜しくお願い申し上げます。」とメールで伝えられた15 

ことなどを、被告提案行為と本件契約締結に至らなかったこととの因果関係

を基礎づける事情として指摘するが、これらの事情は、いずれも、マツヤデ

ンキ側において本件保険契約締結が確実な段階に至っていたことを裏付ける

には十分とはいい難い。 

さらに、原告は、マツヤデンキにおいて、同月１６日には富士火災からあ20 

いおい損保への保険契約の切替えが正式承認される予定であったもので、同

月１５日には最終挨拶の場がセッティングされていたなどと主張するが、そ

れらの事情を認めるに足りる証拠はない。 

   以上によれば、仮に被告提案行為が被告の代表取締役としての善管注意義

務違反を構成するとしても、これと原告が主張する損害の発生との間の因果25 

関係を認めることはできないというべきである。 
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２ 争点４（本件請求２に係る善管注意義務違反による損害発生の有無及び額）

について 

 ⑴  仮装払込の有無について 

ア 原告は、本件払込に係る４億円は、本件払込がされた当日にベスト電器

に送金され、リペア・デポの口座にわずか数時間程度しか存在しなかった5 

から、資本充実の原則を満たすような本件募集株式に係る払込みがされた

とはいえず、そのような仮装払込の結果、資産が増えていないにもかかわ

らず原告の持株比率が低下し、原告は損害を被ったと主張する。 

しかし、本件送金は、リペア・デポとベスト電器との間のＣＭＳ契約に

基づいてされたところ、本件送金に係る４億円は、リペア・デポからベス10 

ト電器に対する短期貸付金として計上され（前提事実⑷ウ）、ＣＭＳ決済

によりベスト電器に集中された現金は、ＣＭＳ契約の解約に伴いリペア・

デポにその全額が返済されている上（前提事実⑷エ）、証拠（乙２３、２

４）によれば、本件送金前後において、ベスト電器に上記４億円を返済す

る資力があったことが認められる。これらの事情に照らすと、本件払込に15 

係る４億円が直ちに実態のないものであったということはできず、本件払

込が仮装払込であるとの原告の主張は採用することができない。 

したがって、原告とし、仮装払込があることを前提とする、善管注意義

務違反①ないし③により損害が発生したとの主張は認められない。 

イ 原告は、本件募集株式発行前の平成２８年１１月３０日の時点と、本件20 

払込後である平成３０年２月２８日の時点とで、リペア・デポの流動資産

の額にほぼ変化がないから、本件払込に係る４億円は原因不明の消滅をし

ているといえ、ＣＭＳ契約の解約に伴って振り込まれた７億１２０６万８

５８９円に本件送金に係る４億円は反映されていないなどと主張する。 

しかし、証拠（乙２９）及び弁論の全趣旨によれば、ベスト電器は、海25 

外法人の顧客に対する家電製品の延長保証の再保証をし、リペア・デポは、
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更に再々保証をしていたこと、ベスト電器は、想定を上回る修理費用の増

加や円安の進行などから海外事業の採算がとれなくなったため、平成２９

年１２月２６日、海外法人２社との再保証契約を解除するに至ったこと、

同契約の解除に当たっては、海外法人２社とベスト電器間の商品の再保証

契約を平成２９年限りで終了させる旨、契約期間中に販売した延長保証対5 

象商品について平成３０年１月１日以降に発生する修理の履行とそれに要

する費用は全て海外法人２社が負担する旨、これに伴い、リペア・デポが

ベスト電器を通じて海外法人２社から既に受領していた保証料のうち、平

成３０年１月１日以降の修理履行費用として合理的に見込まれる額として、

３億５３９９万６２５３円をベスト電器シンガポール社に、１７１５万４10 

２９８円をベスト電器マレーシア社に、それぞれ清算金として支払う旨が、

それぞれ合意されたこと、上記清算金は、リペア・デポから、ベスト電器

を通じて、海外法人２社に対し支払われたこと、その際、リペア・デポと

ベスト電器との間において、現実の資金の移動はされず、ＣＭＳ決済が利

用されたこと、これにより、上記清算金の合計額約３億７０００万円分に15 

ついて、リペア・デポのベスト電器に対する短期貸付金が減少したことが

認められる。 

上記認定事実によれば、本件払込の前後でリペア・デポの流動資産の額

にほぼ変化がないのは、海外事業の清算に伴うものであると認められるか

ら、４億円の短期貸付金が原因不明の消滅をしているとの原告の主張は、20 

その前提を欠くものであって、採用することができない。 

また、原告は、４億円の短期貸付金が海外事業の清算に伴って減少した

としても、ベスト電器のリペア・デポに対する清算金の支払債権は、ベス

ト電器グループの海外事業の収益コントロールとしてリペア・デポに押し

付けられた実態のないものであるから、本件払込は仮装払込と評価される25 

べきである旨主張する。 
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しかし、証拠（甲３４、５１、乙２９、３０）及び弁論の全趣旨によれ

ば、上記清算金は、リペア・デポがベスト電器を通じて海外法人２社から

支払を受けていた保証金の中から、支払われたものであること、上記清算

金の額は、リペア・デポが算出し、海外法人２社との合意の上で決定され

たものであること、海外事業の清算により、計上不要となった前受収益及5 

び商品保証引当金（合計約３億７０００万円）の減額処理が行われている

ことが認められ、これらの事実に照らすと、ベスト電器のリペア・デポに

対する上記清算金の支払債権が実態のないものであるとはいい難く、本件

全証拠によっても、同支払債権が実態のないものであるとの事実を認める

ことはできない。したがって、原告の上記主張も採用することができない。 10 

⑵ 善管注意義務違反②による損害発生の主張について 

新株発行により、既存株主が経済的に何らかの直接損害を受けることがあ

り得るとすれば、それは、払込金額が募集株式を引き受ける者に「特に有利

な金額」（会社法１９９条３項）での発行を行った場合であるといえるとこ

ろ、会社法１９９条３項にいう「特に有利な金額」による新株発行とは、公15 

正な発行価格に比して特に株式引受人に有利な価格をいい、この公正な発行

価格は、原則として発行価格決定直前の市場価格が基準となると解される。 

本件において、原告は、別件非訟事件において令和３年６月４日時点のリ

ペア・デポの企業価値が（仮装払込を前提とすると）４億５６８８万５００

０円であるとされており、これが本件募集株式発行時点（平成２９年２月２20 

３日）の企業価値と同じであるとして、上記の公正な発行価格は４億５６８

８万５０００円／６００株であると主張するものと理解できる。 

しかし、リペア・デポの企業価値が、本件募集株式発行時点から４年以上

が経過した令和３年６月４日時点においても変化していないことを認めるに

足りる証拠はないから、同時点におけるリペア・デポの企業価値が、本件募25 

集株式発行時点におけるリペア・デポの企業価値と同じであるとして、公正
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な価格を算定することはできない。その他、上記価格（４億５６８８万５０

００円／６００株）が本件募集株式発行時における公正な発行価格に当たる

ことを基礎づける事実を認めるに足りる証拠はない。 

したがって、上記価格（４億５６８８万５０００円／６００株）が、公正

な発行価格であることを前提とする原告の有利発行を前提とする損害発生の5 

主張は、いずれも採用することができない。 

⑶ 小括 

以上によれば、本件請求２についても、仮に被告の代表取締役としての善

管注意義務違反が認められるとしても、これによる損害の発生は認められな

いというべきである。 10 

３ 結論 

以上の次第で、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求はいず

れも理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第２９部 

 15 

 

    裁判長裁判官 

                               

               國 分 隆 文 

 20 

 

 

 

       裁判官 

                               25 

               間 明 宏 充 
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